
○
改
正
後
の
検
察
庁
法
（
昭
和
一

の
七
の
読
替
え
（
第
四
条
関
係
）

（
定
年
に
よ
る
退
職
の
特
例
）

第
八
十
一
条
の
七
任
命
権
者
は
、
定
年
に
達
し
た
職
員
が
前
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
退
職
す
べ
き
こ
と
と
な
る
場
合
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
事
由
が
あ
る
と
認

め
る
と
き
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
職
員
が
定
年
に
達
し
た
日
の

翌
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
期
限
を
定
め
、
当
該
職
員
を
当

該
職
員
が
定
年
に
達
し
た
日
に
お
い
て
従
事
し
て
い
る
職
務
に
従
事
さ
せ
る
た
め

、
引
き
続
き
勤
務
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
検
察
庁
法
第
二
十
二
条
第

五
項
又
は
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
次
長
検
事
又
は
検
事
長
の
官
及
び
職
を
占
め
た

ま
ま
勤
務
を
さ
せ
る
期
限
の
設
定
又
は
延
長
を
し
た
職
員
で
あ
っ
て
、
定
年
に
達

し
た
日
に
お
い
て
当
該
次
長
検
事
又
は
検
事
長
の
官
及
び
職
を
占
め
る
職
員
に
つ

ぐ

い
て
は
、
引
き
続
き
勤
務
さ
せ
る
こ
と
に
つ
い
て
内
閣
の
定
め
る
場
合
に
限
る
も

の
と
す
る

一
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
退
職
す
べ
き
こ
と
と
な
る
職
員
の
職
務
の
遂
行

上
の
特
別
の
事
情
を
勘
案
し
て
、
当
該
職
員
の
退
職
に
よ
り
公
務
の
運
営
に
著

読

’
十
二
年
法
律
第
六
十
一
号
）
第
二
十
二
条
第
二
項
に
基
づ
く
改
正
後
の
国
家
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
号
）
第
八
十
一
条

替

後

0

（
定
年
に
よ
る
退
職
の
特
例
）

第
八
十
一
条
の
七
任
命
権
者
は
、
定
年
に
達
し
た
職
員
が
前
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
退
職
す
べ
き
こ
と
と
な
る
場
合
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
事
由
が
あ
る
と
認

め
る
と
き
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
職
員
に
係
る
定
年
退
職
日
の

翌
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
期
限
を
定
め
、
当
該
職
員
を
当

該
定
年
退
職
日
に
お
い
て
従
事
し
て
い
る
職
務
に
従
事
さ
せ
る
た
め

、
引
き
続
き
勤
務
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
第
八
十
一
条
の
五
第
一
項

か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
異
動
期
間
（
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
延
長
さ
れ

た
期
間
を
含
む
。
）
を
延
長
し
た
職
員
で
あ
っ
て
、
定
年
退
職
日
に
お
い
て
管
理

監
督
職
を
占
め
て
い
る
職
員
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に

よ
り
当
該
定
年
退
職
日
ま
で
当
該
異
動
期
間
を
延
長
し
た
場
合
で
あ
っ
て
、
引
き

続
き
勤
務
さ
せ
る
こ
と
に
つ
い
て
人
事
院
の
承
認
を
得
た
と
き
に
限
る
も
の
と
し

、
当
該
期
限
は
、
当
該
職
員
が
占
め
て
い
る
管
理
監
督
職
に
係
る
異
動
期
間
の
末

日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

｜
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
退
職
す
べ
き
こ
と
と
な
る
職
員
の
職
務
の
遂
行

上
の
特
別
の
事
情
を
勘
案
し
て
、
当
該
職
員
の
退
職
に
よ
り
公
務
の
運
営
に
著

士
冗
三
頁

替

一当

glj

（
傍
線
部
分
は
読
替
部
分
）
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｜
事
項
は
、
内
閣
が
定
め
る
。

②
任
命
権
者
は
、
前
項
本
文
の
期
限
又
は
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
延
長
さ
れ
た
期

ぐ

限
が
到
来
す
る
場
合
に
お
い
て
、
前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
由
が
引
き
続
き
あ
る

の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
間
の
末
日
）
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

③
前
二
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
勤
務
に
関
し
必
要
な
③
前
二
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
勤
務
に
関
し
必
要
な

口
だ
し
、
当
該
期
限
は
、
当
該
職
員
が
定
年
に
達
し
た
日
（
同
項
た
だ
し
書
に
規
定
一
だ
し
、
当
該
期
限
は
、
当
該
職
員
に
係
る
定
年
退
職
日
（
同
項
た
だ
し
書
に
規
定

す
る
職
員
に
あ
っ
て
は
、
年
齢
が
六
十
三
年
に
達
し
た
日
）

と
認
め
る
と
き
は
、
内
閣
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
こ
れ
ら
の
期
限
の
翌
日
か

ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
期
限
を
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た

く

し
い
支
障
が
生
ず
る
と
認
め
ら
れ
る
事
由
と
し
て
内
閣
が

二
（
適
用
し
な
い
）

定
め
る
事
由

し
い
支
障
が
生
ず
る
と
認
め
ら
れ
る
事
由
と
し
て
人
事
院
規
則
で
定
め
る
事
由

二
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
退
職
す
べ
き
こ
と
と
な
る
職
員
の
職
務
の
特
殊

性
を
勘
案
し
て
、
当
該
職
員
の
退
職
に
よ
り
、
当
該
職
員
が
占
め
る
官
職
の
欠

員
の
補
充
が
困
難
と
な
る
こ
と
に
よ
り
公
務
の
運
営
に
著
し
い
支
障
が
生
ず
る

と
認
め
ら
れ
る
事
由
と
し
て
人
事
院
規
則
で
定
め
る
事
由

②
任
命
権
者
は
、
前
項
の
期
限
又
は
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
延
長
さ
れ
た
期

事
項
は
、
人
事
院
規
則
で
定
め
る
。

す
る
職
員
に
あ
っ
て
は
、
当
該
職
員
が
占
め
て
い
る
管
理
監
督
職
に
係
る
異
動
期

と
認
め
る
と
き
は
、
人
事
院
の
承
認
を
得
て
、
こ
れ
ら
の
期
限
の
翌
日
か

ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
期
限
を
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た

限
が
到
来
す
る
場
合
に
お
い
て
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
由
が
引
き
続
き
あ
る

一ワ－
日



○
改
正
後
の
検
察
庁
法
第
二
十
二
条
第
三
項
に
基
づ
く
改
正
後
の
国
家
公
務
員
法
第
八
十
一
条
の
七
の
読
替
え
（
第
四
条
関
係
）

（
定
年
に
よ
る
退
職
の
特
例
）

第
八
十
一
条
の
七
任
命
権
者
は
、
定
年
に
達
し
た
職
員
が
前
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
退
職
す
べ
き
こ
と
と
な
る
場
合
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
事
由
が
あ
る
と
認

め
る
と
き
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
職
員
が
定
年
に
達
し
た
日
の

翌
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
期
限
を
定
め
、
当
該
職
員
を
当

該
職
員
が
定
年
に
達
し
た
日
に
お
い
て
従
事
し
て
い
る
職
務
に
従
事
さ
せ
る
た
め

、
引
き
続
き
勤
務
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
検
察
庁
法
第
九
条
第
三
項

又
は
第
四
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
法
第
十
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
検
事
正
又
は
上
席
検
察
官
の
職
を
占
め
た
ま
ま
勤
務

と
さ
せ
る
期
限
の
設
定
又
は
延
長
を
し
た
職
員
で
あ
っ
て
、
定
年
に
達
し
た
日
に

お
い
て
当
該
検
事
正
又
は
上
席
検
察
官
の
職
を
占
め
る
職
員
に
つ
い
て
は
、
引
き

続
き
勤
務
さ
せ
る
こ
と
に
つ
い
て
法
務
大
臣
が
定
め
る
準
則
（
以
下
単
に
「
準
則

」
と
い
う
。
）
で
定
め
る
場
合
に
限
る
も
の
と
す
る

｜
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
退
職
す
べ
き
こ
と
と
な
る
職
員
の
職
務
の
遂
行

上
の
特
別
の
事
情
を
勘
案
し
て
、
当
該
職
員
の
退
職
に
よ
り
公
務
の
運
営
に
著

し
い
支
障
が
生
ず
る
と
認
め
ら
れ
る
事
由
と
し
て
準
則
で
定
め
る
事
由

士
冗
三
両

替

後

■

（
定
年
に
よ
る
退
職
の
特
例
）

第
八
十
一
条
の
七
任
命
権
者
は
、
定
年
に
達
し
た
職
員
が
前
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
退
職
す
べ
き
こ
と
と
な
る
場
合
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
事
由
が
あ
る
と
認

め
る
と
き
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
職
員
に
係
る
定
年
退
職
日
の

翌
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
期
限
を
定
め
、
当
該
職
員
を
当

該
定
年
退
職
日
に
お
い
て
従
事
し
て
い
る
職
務
に
従
事
さ
せ
る
た
め

、
引
き
続
き
勤
務
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
第
八
十
一
条
の
五
第
一
項

か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
異
動
期
間
（
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
延
長
さ
れ

た
期
間
を
含
む
。
）
を
延
長
し
た
職
員
で
あ
っ
て
、
定
年
退
職
日
に
お
い
て
管
理

監
督
職
を
占
め
て
い
る
職
員
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に

よ
り
当
該
定
年
退
職
日
ま
で
当
該
異
動
期
間
を
延
長
し
た
場
合
で
あ
っ
て
、
引
き

続
き
勤
務
さ
せ
る
こ
と
に
つ
い
て
人
事
院
の
承
認
を
得
た
と
き
に
限
る
も
の
と
し

、
当
該
期
限
は
、
当
該
職
員
が
占
め
て
い
る
管
理
監
督
職
に
係
る
異
動
期
間
の
末

日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

一
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
退
職
す
べ
き
こ
と
と
な
る
職
員
の
職
務
の
遂
行

上
の
特
別
の
事
情
を
勘
案
し
て
、
当
該
職
員
の
退
職
に
よ
り
公
務
の
運
営
に
著

し
い
支
障
が
生
ず
る
と
認
め
ら
れ
る
事
由
と
し
て
人
事
院
規
則
で
定
め
る
事
由

一
証

替

一

月IJ

（
傍
線
部
分
は
読
替
部
分
）
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②
任
命
権
者
は
、
前
項
本
文
の
期
限
又
は
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
延
長
さ
れ
た
期
一
②
任
命
権
者
は
、
前
項
の
期
限
又
は
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
延
長
さ
れ
た
期

の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

③
前
二
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
勤
務
に
関
し
必
要
な

事
項
は
、
準
則
で
定
め
る
．

す
る
職
員
に
あ
っ
て
は
、
年
齢
が
六
十
三
年
に
達
し
た
日
）

だ
し
、
当
該
期
限
は
、
当
該
職
員
が
定
年
に
達
し
た
日
（
同
項
た
だ
し
書
に
規
定
一
だ
し
、
当
該
期
限
は
、
当
該
職
員
に
係
る
定
年
退
職
日
（
同
項
た
だ
し
書
に
規
定

と
認
め
る
と
き
は
、
準
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
こ
れ
ら
の
期
限
の
翌
日
か

ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
期
限
を
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た

限
が
到
来
す
る
場
合
に
お
い
て
、
前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
由
が
引
き
続
き
あ
る
一
限
が
到
来
す
る
場
合
に
お
い
て
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
由
が
引
き
続
き
あ
る

二
（
適
用
し
な
い
）

’

く

間
の
末
日
）
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

③
前
二
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
勤
務
に
関
し
必
要
な

事
項
は
、
人
事
院
規
則
で
定
め
る
。

す
る
職
員
に
あ
っ
て
は
、
当
該
職
員
が
占
め
て
い
る
管
理
監
督
職
に
係
る
異
動
期

と
認
め
る
と
き
は
、
人
事
院
の
承
認
を
得
て
、
こ
れ
ら
の
期
限
の
翌
日
か

ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
期
限
を
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た

二
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
退
職
す
べ
き
こ
と
と
な
る
職
員
の
職
務
の
特
殊

性
を
勘
案
し
て
、
当
該
職
員
の
退
職
に
よ
り
、
当
該
職
員
が
占
め
る
官
職
の
欠

員
の
補
充
が
困
難
と
な
る
こ
と
に
よ
り
公
務
の
運
営
に
著
し
い
支
障
が
生
ず
る

と
認
め
ら
れ
る
事
由
と
し
て
人
事
院
規
則
で
定
め
る
事
由

－4－



○
改
正
後
の
検
察
庁
法
附
則
第
三
条
に
基
づ
く
同
法
第
二
十
二
条
の
読
替
え
（
第
四
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
読
替
部
分
）

－5－

第
二
十
二
条
検
事
総
長
は
、
年
齢
が
六
十
五
年
に
達
し
た
時
に
、
そ
の
他
の
検
察

官
は
、
年

②
（
略
）

齢
が
六
十
四
年
に
達
し
た
時
に
退
官
す
る
。

読
替
後

第
二
十
二
条
検
察
官
は
、
年
齢
が
六
十
五
年

に
達
し
た
時
に
退
官
す
る
。

②
次
長
検
事
及
び
検
事
長
は
、
年
齢
が
六
十
三
年
に
達
し
た
と
き
は
、
年
齢
が
六

十
三
年
に
達
し
た
日
の
翌
日
に
、
検
事
に
任
命
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

読
替
前



○
改
正
後
の
検
察
官
の
俸
給
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
七
十
六
号
）
附
則
第
六
条
第
一
項
に
基
づ
く
検
察
庁
法
第
二
十
五
条
の
読
替
え
替
え
（
第
五
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
読
替
部
分
）

－6－

第
二
十
五
条
検
察
官
は
、
前
三
条
又
は
検
察
官
の
俸
給
等
に
関
す
る
法
律
附
則
第

五
条
第
一
項
の
場
合
を
除
い
て
は
、
そ
の
意
思
に
反
し
て
、
そ
の
官
を
失
い
、
職

務
を
停
止
さ
れ
、
又
は
俸
給
を
減
額
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
但
し
、
懲
戒
処
分
に

よ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 読

替
後

第
二
十
五
条
検
察
官
は
、
前
三
条

の
場
合
を
除
い
て
は
、
そ
の
意
思
に
反
し
て
、
そ
の
官
を
失
い
、
職

務
を
停
止
さ
れ
、
又
は
俸
給
を
減
額
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
但
し
、
懲
戒
処
分
に

よ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 読

替
前



○
改
正
後
の
検
察
官
の
棒
給
等
に
関
す
る
法
律
附
則
第
六
条
第
一
項
に
基
づ
く
改
正
後
の
国
家
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
号
）
第
八
十
九
条
第
一
項
の
読
替

え
（
第
五
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
読
替
部
分
）

－7－

（
職
員
の
意
に
反
す
る
降
給
等
の
処
分
に
関
す
る
説
明
書
の
交
付
）

第
八
十
九
条
職
員
に
対
し
、
そ
の
意
に
反
し
て
、
降
給
（
他
の
官
職
へ
の
降
任
等

に

伴
う
降
給
及
び
検
察
官
の
俸
給
等
に
関
す
る
法
律
附
則
第
五
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
降
給
を
除
く
。
）
、
降
任
（
他
の
官
職
へ
の
降
任
等
に
該
当
す
る
降
任
を

除
く
。
）
、
休
職
若
し
く
は
免
職
を
し
、
そ
の
他
職
員
に
対
し
著
し
く
不
利
益
な

処
分
を
行
い
、
又
は
懲
戒
処
分
を
行
お
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
処
分
を
行
う
者

は
、
当
該
職
員
に
対
し
、
当
該
処
分
の
際
、
当
該
処
分
の
事
由
を
記
載
し
た
説
明

書
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

〈
叩
／
］
●
〔
・
ベ
〕

へ

略
…

読
替
後

（
職
員
の
意
に
反
す
る
降
給
等
の
処
分
に
関
す
る
説
明
書
の
交
付
）

第
八
十
九
条
職
員
に
対
し
、
そ
の
意
に
反
し
て
、
降
給
（
他
の
官
職
へ
の
降
任
等

に
伴
う
降
給

を
除
く
。
）
、
降
任
（
他
の
官
職
へ
の
降
任
等
に
該
当
す
る
降
任
を

除
く
。
）
、
休
職
若
し
く
は
免
職
を
し
、
そ
の
他
職
員
に
対
し
著
し
く
不
利
益
な

処
分
を
行
い
、
又
は
懲
戒
処
分
を
行
お
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
処
分
を
行
う
者

は
、
当
該
職
員
に
対
し
、
当
該
処
分
の
際
、
当
該
処
分
の
事
由
を
記
載
し
た
説
明

書
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
．
３
（
略
）

読
替
前



○
国
家
公
務
員
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
附
則
第
三
条
第
七
項
に
基
づ
く
同
条
第
六
項
の
読
替
え
（
附
則
第
三
条
関
係
）

（

（
傍
線
部
分
は
読
替
部
分
）

－8－

6

任
命
権
者
は
、
旧
国
家
公
務
員
法
勤
務
延
長
職
員
に
つ
い
て
、
旧
国
家
公
務
員

法
勤
務
延
長
期
限
又
は
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
延
長
さ
れ
た
期
限
が
到
来
す
る
場

合
に
お
い
て
、
新
検
察
庁
法
第
二
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適

用
す
る
新
国
家
公
務
員
法
第
八
十
一
条
の
七
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
由
が
あ

る
と
認
め
る
と
き
は
、
内
閣
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
こ
れ
ら
の
期
限
の
翌
日

か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
期
限
を
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

た
だ
し
、
当
該
期
限
は
、
当
該
旧
国
家
公
務
員
法
勤
務
延
長
職
員
が
第
四
条
の
規

定
に
よ
る
改
正
前
の
検
察
庁
法
第
二
十
二
条
に
規
定
す
る
定
年
に
達
し
た
日
の
翌

日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

読
替
後

6

任
命
権
者
は
、
旧
国
家
公
務
員
法
勤
務
延
長
職
員
に
つ
い
て
、
旧
国
家
公
務
員

法
勤
務
延
長
期
限
又
は
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
延
長
さ
れ
た
期
限
が
到
来
す
る
場

合
に
お
い
て
、
新
国
家
公
務
員
法
第
八
十
一
条
の
七
第
一
項
各

る
と
認
め
る
と
き
は
、

号
に
掲
げ
る
事
由
が
あ

人
事
院
の
承
認
を
得
て
、
こ
れ
ら
の
期
限
の
翌
日

か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
期
限
を
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

た
だ
し
、
当
該
期
限
は
、
当
該
旧
国
家
公
務
員
法
勤
務
延
長
職
員
に
係
る
旧
国
家

公
務
員
法
第
八
十
一
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
定
年
退
職
日

の
翌

日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

読
替
前



○
国
家
公
務
員
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
附
則
第
三
条
第
八
項
に
基
づ
く
同
条
第
六
項
の
読
替
え
（
附
則
第
三
条
関
係
）

I

（
傍
線
部
分
は
読
替
部
分
）

－9－

6

任
命
権
者
は
、
旧
国
家
公
務
員
法
勤
務
延
長
職
員
に
つ
い
て
、
旧
国
家
公
務
員

法
勤
務
延
長
期
限
又
は
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
延
長
さ
れ
た
期
限
が
到
来
す
る
場

合
に
お
い
て
、
細
淵
劉
倒
馴
圃
荊
。
判
斗
副
詞
劉
斗
刺
伽
卿
四
阿
口
渕
川
對
洲
劉
削
刈
可
週

刑
制
創
剥
削
倒
訓
到
淵
司
刑
罰
荊
判
刊
司
須
刎
廿
剖
到
矧
劉
珂
訓
引
に
掲
げ
る
事
由
が
あ

る
と
認
め
る
と
き
は
、
法
務
大
臣
が
定
め
る
準
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
こ

れ
ら
の
期
限
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
期
限
を
延
長
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
当
該
期
限
は
、
当
該
旧
国
家
公
務
員
法
勤
務
延
長

職
員
刑
胤
荊
川
制
荊
州
判
別
判
叫
旧
Ⅵ
判
別
判
明
制
制
訓
洲
川
棚
閏
開
削
馴
凋
矧
劉
Ｊ
判
刈
Ｊ
刎
科
旧
制
Ⅶ
荊
刺
川
刈
凶
旧

年
に
達
し
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
0

読
替
後

6

任
命
権
者
は
、
旧
国
家
公
務
員
法
勤
務
延
長
職
員
に
つ
い
て
、
旧
国
家
公
務
員

法
勤
務
延
長
期
限
又
は
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
延
長
さ
れ
た
期
限
が
到
来
す
る
場

合
に
お
い
て
、
剃
圃
割
渕
制
圃
副
樹
割
川
軋
Ｊ
副
詞
皿
剃
劉
珂
ゴ
卿
割
引
１
１
１
１
１
１
１

に
掲
げ
る
事
由
が
あ

る
と
認
め
る
と
き
は
、
人
事
院
の
承
認
を
得
て
、
こ

れ
ら
の
期
限
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
期
限
を
延
長
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
当
該
期
限
は
、
当
該
旧
国
家
公
務
員
法
勤
務
延
長

職
員
Ｈ
制
淵
刻
叫
Ⅱ
削
凹
詞
州
烈
淵
目
制
尚
倒
椚
川
判
１
引
劉
剣
叫
１
鯏
荊
Ｊ
釧
側
Ｈ
Ｈ
制
劇
幽
制
引
例
制
削
哨
側
制
側

日

の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

読
替
前



○
改
正
後
の
国
家
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
百
九
号
）
附
則
第
三
条
第
一
項
に
基
づ
く
改
正
後
の
検
察
官
の
俸
給
等
に
関
す
る
法
律
附
則
第

五
条
第
一
項
の
読
替
え
（
附
則
第
十
九
条
関
係
）

「

（
傍
線
部
分
は
読
替
部
分
）

－ 10－

第
五
条
検
事
及
び
副
検
事
の
俸
給
月
額
は
、
当
分
の
間
、
そ
の
者
の
年
齢
が
六
十

2

三
年
に
達
し
た
日
の
翌
日
（
次
項
に
お
い
て
「
特
定
日
」
と
い
う
。
）
以
後
、
第

三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
者
が
受
け
る
号
に
応
じ
た
俸
給
月
額
に
百
分
の

七
十
を
乗
じ
て
得
た
額
（
当
該
額
に
、
五
十
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
こ

れ
を
切
り
捨
て
、
五
十
円
以
上
百
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
こ
れ
を
百
円

に
切
り
上
げ
る
も
の
と
す
る
。
）
に
、
国
家
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法

律
（
平
成
三
年
法
律
第
百
九
号
）
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
一

般
職
の
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
三

号
）
第
五
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
そ
の
者
の
勤
務
時
間

を
同
項
本
文
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る

○

へ

略
一

読
替
後

第
五
条
検
事
及
び
副
検
事
の
俸
給
月
額
は
、
当
分
の
間
、
そ
の
者
の
年
齢
が
六
十

三
年
に
達
し
た
日
の
翌
日
（
次
項
に
お
い
て
「
特
定
日
」
と
い
う
。
）
以
後
、
第

三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
者
が
受
け
る
号
に
応
じ
た
俸
給
月
額
に
百
分
の

七
十
を
乗
じ
て
得
た
額
（
当
該
額
に
、
五
十
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
こ

れ
を
切
り
捨
て
、
五
十
円
以
上
百
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
こ
れ
を
百
円

に
切
り
上
げ
る
も
の
と
す
る
。
）

0
２
（
略
）

と
す
る

読
替
前



○
改
正
後
の
国
家
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
附
則
第
三
条
第
二
項
に
基
づ
く
同
法
第
二
十
二
条
の
読
替
え
（
附
則
第
十
九
条
関
係
）

I

（
傍
線
部
分
は
読
替
部
分
）

- 11 -

（
育
児
短
時
間
勤
務
の
承
認
が
失
効
し
た
場
合
等
に
お
け
る
育
児
短
時
間
勤
務
の

例
に
よ
る
短
時
間
勤
務
）

第
二
十
二
条
任
命
権
者
は
、
第
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
六
条
の
規
定
に
よ

り
育
児
短
時
間
勤
務
の
承
認
が
失
効
し
、
又
は
取
り
消
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、

過
員
を
生
ず
る
こ
と
そ
の
他
の
人
事
院
規
則
で
定
め
る
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ

る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
事
情
が
継
続
し
て
い
る
期
間
、
人
事
院
規
則
の
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
育
児
短
時
間
勤
務
を
し
て
い
た
職
員
に
、
引
き
続
き
当

該
育
児
短
時
間
勤
務
と
同
一
の
勤
務
の
日
及
び
時
間
帯
に
お
い
て
常
時
勤
務
を
要

す
る
官
職
を
占
め
た
ま
ま
勤
務
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て

、

第
十
五
条
か
ら
、〃

別
条
ま
で
及
び
附
則
第
三
条
第
一
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。

読
替
後

（
育
児
短
時
間
勤
務
の
承
認
が
失
効
し
た
場
合
等
に
お
け
る
育
児
短
時
間
勤
務
の

例
に
よ
る
短
時
間
勤
務
）

第
二
十
二
条
任
命
権
者
は
、
第
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
六
条
の
規
定
に
よ

り
育
児
短
時
間
勤
務
の
承
認
が
失
効
し
、
又
は
取
り
消
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、

過
員
を
生
ず
る
こ
と
そ
の
他
の
人
事
院
規
則
で
定
め
る
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ

る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
事
情
が
継
続
し
て
い
る
期
間
、
人
事
院
規
則
の
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
育
児
短
時
間
勤
務
を
し
て
い
た
職
員
に
、
引
き
続
き
当

該
育
児
短
時
間
勤
務
と
同
一
の
勤
務
の
日
及
び
時
間
帯
に
お
い
て
常
時
勤
務
を
要

す
る
官
職
を
占
め
た
ま
ま
勤
務
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て

、
第
十
五
条
か
ら
訓
型
釧
訶
刊
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
の
規
定
を
準
用
す
る
。

読
替
前


